
1/9 

○松本市文化財保護事業補助金交付要綱 

昭和５７年７月２８日 

告示第１３０号 

（目的） 

第１条 この要綱は、文化財の所有者（権限に基づく占有者を含む。）、保持者及び保存団体（指定

文化財等を保存することを主たる目的とする団体で、代表者の定めのあるものをいう。）等が行う

文化財保護のための事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、

松本市補助金交付規則（昭和３７年規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めることを目的とする。 

（対象事業、補助対象経費及び補助額） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。 

対象事業 補助対象経費 補助額 

１ 文化財保護法（昭和２５年法

律第２１４号。以下「法」とい

う。）の規定による国の補助金

の交付を受けた事業 

当該事業に要する経費から国及

び県の交付する補助金を控除した

額 

補助対象経費の１０分の６以内

の額とし、その額が５００万円を

超えるときは５００万円とする。 

２ 文化財保護条例（昭和５０年

長野県条例第４４号）の規定に

よる県の補助金の交付を受けた

事業 

当該事業に要する経費から県の

交付する補助金を控除した額 

補助対象経費の１０分の５以内

の額とし、その額が５００万円を

超えるときは５００万円とする。 

３ 松本市文化財保護条例（昭和

５１年条例第４１号。以下「条

例」という。）の規定による指

定文化財・選定保存技術の管理

及び保護のために行う事業 

（１） 修理事業 

指定文化財の保存のために行

う修理及び環境整備事業に要す

る経費のうち、市長が認めた経

費 

（２） 管理事業 

指定文化財の保護のために行

う防災上の工事及び修理に要す

る経費のうち、市長が認めた経

費 

補助対象経費の１０分の５以内

の額とし、その額が５００万円を

超えるときは５００万円とする。

ただし、災害復旧に係る場合は、

１０分の６以内の額とし、その額

が１，０００万円を超えるときは

１，０００万円とする。 

（３） 伝承事業 

指定文化財の伝承者の養成及

び公開のために必要な事業に要

市長が別に定める額 
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する経費 

（４） 保存事業 

選定保存技術の伝承者の養成

及び技術の練磨のために必要な

事業に要する経費 

（５） 松本城下町の舞台の保存

のために行う修理事業に要する

経費のうち、市長が認めた経費 

（６） 戸田家廟園、水野家廟

所、御殿山小笠原家廟所及び広

沢寺小笠原家墓所の保存のため

に行う修理事業に要する経費の

うち、市長が認めた経費 

補助対象経費の１０分の５以内

の額とし、その額が７００万円を

超えるときは７００万円とする。

ただし、災害復旧に係る場合は、

１０分の６以内の額とし、その額

が１，０００万円を超えるときは

１，０００万円とする。 

４ 法の規定による登録有形文化

財（松本市近代遺産登録要綱

（平成２９年告示第８２号）の

規定により松本市近代遺産とし

て登録された建造物に限る。）

の管理及び保存のために行う事

業 

（１） 修理事業 

登録有形文化財の保存のため

に行う修理に要する経費のう

ち、市長が認めた経費 

（２） 管理事業 

登録有形文化財の保存のため

に行う耐震対策工事に要する経

費のうち、市長が認めた経費 

補助対象経費の１０分の５以内

の額とし、その額が３００万円を

超えるときは３００万円とする。 

５ 条例の規定による登録文化財

の管理及び保存のために行う事

業 

（１） 修理事業 

登録文化財の保存のために行

う修理に要する経費のうち、市

長が認めた経費 

（２） 管理事業 

登録文化財の保存のために行

う耐震対策工事に要する経費の

うち、市長が認めた経費 

補助対象経費の１０分の５以内

の額とし、その額が３００万円を

超えるときは３００万円とする。 

６ 文化財に関係のある地区史又

は旧村史等の発行の事業 

当該事業に要する経費で調査費

及び印刷費のうち、市長が認めた

経費 

補助対象経費の１０分の３以内

の額とし、その額が８０万円を超

えるときは、８０万円とする。 

７ 国、県若しくは市が指定した 当該事業に要する経費のうち、 補助対象経費の１０分の８以内



3/9 

文化財又は市が認定したまつも

と文化遺産に対し、保存、活用

及び教育普及を目的として活動

する団体が行う事業で、地域づ

くりに資する事業として市長が

認めたもの 

市長が認めた経費 の額とし、その額が１０万円を超

えるときは１０万円とする。ただ

し、史跡等の管理に係る原材料

費、消耗品及び燃料費について

は、５万円の範囲内で実費相当額

を加算することができる。 

（交付申請） 

第３条 規則第３条に規定する申請書は、松本市文化財保護事業補助金交付申請書（様式第１号）に

よるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び見取図 

(2) 事業に係る設計書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類 

(3) 事業に係る収支予算書（様式第２号） 

(4) 申請者が法人その他の団体であるときは、事業に要する経費に関する会議録、定款又は規約等

に定める手続を経たことを証する書類 

（実績報告） 

第４条 規則第１２条に規定する実績報告書は、松本市文化財保護事業実績報告書（様式第３号）に

よるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真 

(2) 事業に係る収支精算書（様式第４号） 

（補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

附 則（昭和６３年１０月１日告示第２０３号） 

この告示は、告示の日から施行し、告示の日以前に発行の事業を実施中のものから適用する。 

附 則（平成８年６月１８日告示第２１１号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成８年４月１日から適用する。 

附 則（平成１５年３月３１日告示第１３１号） 

この告示は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１６年７月１日告示第２４１号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日告示第１５０号） 

この告示は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度分の補助金から適用する。 
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附 則（平成２６年３月３１日告示第８６号） 

この告示は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度分の補助金から適用する。 

附 則（平成３１年３月１８日告示第３０号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行し、平成３１年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和元年９月４日告示第１０６号） 

この告示は、令和元年９月２４日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。 

附 則（令和８年３月１７日告示第１２３号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度分の補助金から適用する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

 


